
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【相談場所（県内８箇所・サテライト１箇所）】 
横浜駅西口・横浜駅東口・関内・川崎・相模原・小田原・横須賀        

海老名・溝の口 
 
【相談内容】 

相続、離婚、金銭貸借、契約トラブル、近隣トラブル、 

交通事故、労働相談など、相談内容に制限はありません。 
 
【予約方法】 
  ２０２６年３月１日から予約受付いたします。 

インターネットまたはお近くの相談センターへお電話にてご予約 

ください。 
※相談場所により、ご相談できる内容や相談時間が異なりますので、まずは、 

お近くの相談センターへお問い合わせください。（連絡先は裏面でご確認ください） 

※当会ホームページからも予約申込ができます。 

※無料期間中に有料相談を無料で相談できるのはお一人様１回限りです。 

 

 

神奈川県弁護士会総合法律相談センター 

開設４０周年記念行事 

～当会法律相談センターの全ての相談が無料になります（期間限定）～ 

カチッ  
 

神奈川県弁護士会   検 索 

【事前予約制・面談相談】 
神奈川県内８箇所及びサテライト１箇所に設置している法律相談センターの 

有料法律相談を１週間限定で相談料無料にて実施いたします。 

相続、離婚、契約トラブル、近隣トラブル、交通事故、労働相談など、 

弁護士がご相談を承ります。 
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